
� 前年同月比
平成２４年３月末（２３年度末）現在の建設業許可

業者数（注）１は４８３，６３９業者で，前年同月比△１５，１６７
業者（△３．０％）の減少となった。

� ピーク時との比較
建設業許可業者数が最も多かった平成１２年３月

末時点の数と比較した事業者数の減少は△
１１７，３４１業者（△１９．５％）となった。

� 平成２３年度における新規許可・廃業等の状
況

� 新規許可
平成２３年度中に新規に建設業許可を取得した事

業者は１６，０３４業者で，前年度比△２，４３０業者（△
１３．２％）の減少となった（図―２）。
� 廃業等
平成２３年度中に建設業許可が失効した事業者は

３１，２０１業者で，前年度比△１，６５３業者（△５．０％）
の減少となった。内訳としては，建設業を廃業し
た旨の届出を行った事業者が１０，８６８業者（前年度
比△６３４業者（△５．５％）の減少），許可の更新手

※ 一般的に更新手続きを行わないことにより許可が失効となる事業者の数は，更新期を迎える事業者の数に比例し
て上下するが，建設業の許可については平成６年１２月に実施した有効期間の３年から５年への延長に伴い，許可の
更新期を迎える事業者が集中する３カ年度と当該数が極めて少ない２カ年度が交互に現れ，かつ，その差が大きい
という状況となっており，このことが年度間の失効業者数の変動に大きな影響を与えている。なお，今回調査の対
象となった平成２３年度は，許可の更新期を迎える事業者の数が多い年度に当たり，失効業者数も多くなっている。

建設業許可業者数調査の
結果について

―建設業許可業者の現況（平成２４年３月末現在）―

国土交通省土地・建設産業局建設業課

図―１
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続きを行わないことにより許可が失効した事業者
が２０，３３３業者（前年度比△１，０１９業者（△４．８％）
の減少）となっている（図―２）。

都道府県別許可業者数は，東京都（４４，８９６業
者。全体の９．３％），大阪府（３７，３６３業者。全体の
７．７％），神奈川県（２７，４８４業者。全体の５．７％）
で多く，鳥取県（２，２３２業者。全体の０．５％），島
根県（３，０６８業者。全体の０．６％），高知県（３，１０３
業者。全体の０．６％）で少ない（図―３）。

（注）２

� 一般建設業の状況
� 前年同月比
一般建設業の許可を取得している事業者は

４６２，５３８業者で，前年同月比では△１４，５６４業者
（△３．１％）の減少となった（図―４）。
� ピーク時との比較
一般建設業許可業者数が最も多かった平成１２年

３月末時点の数と比較したところ，一般建設業の
許可を取得している事業者の数は△１１５，１７１業者
（△１９．９％）の減少となっている（図―４）。

� 特定建設業の状況
� 前年同月比
特定建設業の許可を取得している事業者は

４３，７５３業者で，前年同月比では△１，５５２業者（△
３．４％）の減少となった（図―５）。
� ピーク時との比較
特定建設業許可業者数が最も多かった平成１７年

３月末時点の数と比較したところでは，特定建設
業の許可を取得している事業者の数は△７，４２３業
者（△１４．５％）の減少となっている（図―５）。

� 業種別許可の総数
建設業の許可は，土木，建築等の２８の業種区分

が設けられている。平成２４年３月末現在における
業種別許可の総数は１，４１６，０５１で，前年同月比△
１．１％の減少となった。

図―２ 許可業者数・新規および廃業等業者数の推移

（注） 許可業者数については各年度末（３月末時点）の数，新規業者数，廃業等業者数については各年度の数を表す。
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図―３ 都道府県別許可業者数

許可業者数

図―４ 一般建設業許可業者数の推移

図―５ 特定建設業許可業者数の推移
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� 業種別許可業者数
平成２４年３月末現在において，許可を取得して
いる事業者の数が多い業種は，
� 建築工事業（１７０，５５４業者（全体の３５．３％）
が取得）
� とび・土工工事業（１５９，２６４業者（全体の
３２．９％）が取得）

� 土木工事業（１３９，０４９業者（全体の２８．８％）
が取得）

となっており，一方，取得している事業者の数が
少ない業種は
� 清掃施設工事業（５４０業者（全体の０．１％）が
取得）

� さく井工事業（２，７０１業者（全体の０．６％）が

表―１
� 業者数が増加した許可業種 � 業者数が減少した許可業種

許可業種 前年同月比 許可業種 前年同月比
熱 絶 縁 ５．１％（６０７業者） 清掃施設 △４．１％（ △２３業者）
ガ ラ ス ３．６％（４９３業者） 建 築 △３．９％（△６，８５３業者）
防 水 ３．３％（８０７業者） 造 園 △３．８％（△１，１１７業者）
板 金 ２．７％（４９７業者） 土 木 △３．５％（△４，９９０業者）
鉄 筋 ２．６％（３６０業者） さ く 井 △３．３％（ △９２業者）
屋 根 ２．１％（７５１業者） 水道施設 △２．０％（△１，６８２業者）

タイル・れんが・ブロック １．８％（６２４業者） 管 △２．０％（△１，７２７業者）
左 官 １．４％（２６３業者） ほ 装 △２．０％（△１，７８０業者）
塗 装 １．２％（５８４業者） とび・土工 △１．６％（△２，６３１業者）
電気通信 ０．９％（１２０業者） 消防施設 △０．７％（ △１１０業者）
建 具 ０．７％（１６３業者） しゅんせつ △０．６％（ △２４６業者）
内装仕上 ０．２％（１６７業者） 大 工 △０．５％（ △３５５業者）
機械器具設置 ０．２％（４９業者） 電 気 △０．２％（ △１０７業者）

鋼構造物 △０．２％（ △１２５業者）
石 △０．２％（ △９２業者）

図―６ 建設業許可業者における業種別許可の取得率
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取得）
� 熱絶縁工事業（１２，５６６業者（全体の２．６％）
が取得）

となっている（図―６）。

� 前年同月比
前年同月に比べて取得業者数が増加した許可業

種は１３業種となっており，増加率は熱絶縁工事業
が５．１％と最も高く，以下，ガラス工事業（３．６
％），防水工事業（３．３％）が続く。
また，前年同月に比べて取得業者数が減少した

許可業種は１５業種となっており，減少率は清掃施
設工事業が△４．１％と最も高く，以下，建築工事
業（△３．９％），造園工事業（△３．８％），が続く
（表―１）。

� 取得業種数別業者数
１業種のみの許可を受けている事業者は

２４４，２３３業者（全体の５０．５％）で，複数業種の許
可を受けている事業者は２３９，４０６業者（全体の
４９．５％）であった。複数業種の許可を受けている
業者の割合は，前年同月比０．５ポイント増加し
た。

� 平成２４年３月末現在の状況
建設業許可業者数を１２の資本金階層別に見る
と，「資本金の額が１，０００万円以上２，０００万円未満
の法人」が２４．５％と最も多く，以下，「資本金の
額が３００万円以上５００万円未満の法人（２３．９％）」
「個人（２０．１％）」と続く。

表―２ 資本金階層別の許可業者数，構成比，累積構成比
資本金階層の別 許可業者数 構成比 累積構成比

� 個人 ９７，０２１ ２０．１％ ２０．１％
� 資本金の額が２００万円未満の法人 ６，７３２ １．４％ ２１．５％
� 資本金の額が２００万円以上３００万円未満の法人 １，６６６ ０．３％ ２１．８％
� 資本金の額が３００万円以上５００万円未満の法人 １１５，４０９ ２３．９％ ４５．７％
� 資本金の額が５００万円以上１，０００万円未満の法人 ６６，４６２ １３．７％ ５９．４％
� 資本金の額が１，０００万円以上２，０００万円未満の法人 １１８，４０２ ２４．５％ ８３．９％
� 資本金の額が２，０００万円以上５，０００万円未満の法人 ６１，０４５ １２．６％ ９６．５％
	 資本金の額が５，０００万円以上１億円未満の法人 １１，２３６ ２．３％ ９８．８％

 資本金の額が１億円以上３億円未満の法人 ２，８２５ ０．６％ ９９．４％
� 資本金の額が３億円以上１０億円未満の法人 １，４５７ ０．３％ ９９．７％
� 資本金の額が１０億円以上１００億円未満の法人 １，０２７ ０．２％ ９９．９％
 資本金の額が１００億円以上の法人 ３５７ ０．１％ １００．０％

表―３ 資本金階層別の許可業者数，前年同月比

資本金階層の別 許可業者数
（平成２４年３月末） 前年同月比 平成２３年

� 個人 ９７，０２１ △５，３６３（△５．２％） １０２，３８４
� 資本金の額が２００万円未満の法人 ６，７３２ １，００５（１７．５％） ５，７２７
� 資本金の額が２００万円以上３００万円未満の法人 １，６６６ ２３６（１６．５％） １，４３０
� 資本金の額が３００万円以上５００万円未満の法人 １１５，４０９ △４，１６３（△３．５％） １１９，５７２
� 資本金の額が５００万円以上１，０００万円未満の法人 ６６，４６２ △２０１（△０．３％） ６６，６６３
� 資本金の額が１，０００万円以上２，０００万円未満の法人 １１８，４０２ △５，２２９（△４．２％） １２３，６３１
� 資本金の額が２，０００万円以上５，０００万円未満の法人 ６１，０４５ △１，２９７（△２．１％） ６２，３４２
	 資本金の額が５，０００万円以上１億円未満の法人 １１，２３６ △４２（△０．４％） １１，２７８

 資本金の額が１億円以上３億円未満の法人 ２，８２５ △５４（△１．９％） ２，８７９
� 資本金の額が３億円以上１０億円未満の法人 １，４５７ △２１（△１．４％） １，４７８
� 資本金の額が１０億円以上１００億円未満の法人 １，０２７ △１８（△１．７％） １，０４５
 資本金の額が１００億円以上の法人 ３５７ △２０（△５．３％） ３７７

合計 ４８３，６３９ △１５，１６７（△３．０％） ４９８，８０６
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個人および資本金の額が３億円（注）３未満の法人
の数は４８０，７９８業者となっており，建設業許可業
者数全体の９９．４％を占めている（表―２）。

� 前年同月比
前年同月比では，資本金の額が３００万円未満の
法人が増加傾向，「個人」および資本金の額が３００
万円以上の法人が減少傾向にある（表―３）。

� ピーク時との比較
建設業許可業者数が最も多かった平成１２年３月

末時点の数と比較したところでは，「個人：△
６１，２０６業者（△３８．７％）」「資本金の額が１，０００万
円以上２，０００万円未満の法人：△４７，５６７業者（△
２８．７％）」の階層で，業者数の減少が顕著となっ
ている（表―４）。

建設業以外の営業を行っているいわゆる兼業業
者は１２６，０７５業者で，前年同月比△８１３業者（△
０．６％）減少し，兼業業者が全体に占める割合は
２６．１％となり，前年同月比で０．７ポイント上昇し
た。
大臣許可業者・知事許可業者別では，兼業業者

は，大臣許可業者が６，９０７業者（兼業率７０．９％），
知事許可業者が１１９，１６８業者（同２５．１％）となっ
ており，兼業率は大臣許可業者が圧倒的に高い。
また，一般建設業と特定建設業の別では，兼業

業者は，一般建設業が１１５，８７０業者（兼業率２５．１
％），特定建設業が２０，３５５業者（同４６．５％）とな
っており，兼業率は特定建設業の方が高い。

（注）１． 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条
第１項の規定による建設業の許可を受けて建
設業を営む者の数。二以上の都道府県の区域
内に営業所を設けて建設業の営業を行う場合
は国土交通大臣の許可を，一の都道府県の区
域内にのみ営業所を設けて建設業の営業を行
う場合は当該都道府県知事の許可を取得す
る。

２． 一般建設業許可業者数と特定建設業者許可
業者数の和が建設業許可業者の総数と一致し
ないのは，例えば電気工事業については一般
建設業，建築工事業については特定建設業
と，一般と特定の両方の許可を取得している
業者の数が重複して計上されているからであ
る。

３． 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）
では，建設業を主たる事業として営む者につ
いて，資本金の額が３億円以下の会社ならび
に常時使用する従業員の数が３００人以下の会
社および個人を中小企業者としている。

表―４ 資本金階層別の許可業者数：ピーク時（平成１２年３月末時点）との比較

資本金階層の別 許可業者数
（平成２４年３月末）

平成１２年３月末時点
との比較 平成１２年

� 個人 ９７，０２１ △６１，２０６（△３８．７％） １５８，２２７
� 資本金の額が２００万円未満の法人 ６，７３２ ６，００７（８２８．６％） ７２５
� 資本金の額が２００万円以上３００万円未満の法人 １，６６６ １，３９９（５２４．０％） ２６７
� 資本金の額が３００万円以上５００万円未満の法人 １１５，４０９ △１５，６７５（△１２．０％） １３１，０８４
� 資本金の額が５００万円以上１，０００万円未満の法人 ６６，４６２ ２，２７０（ ３．５％） ６４，１９２
� 資本金の額が１，０００万円以上２，０００万円未満の法人 １１８，４０２ △４７，５６７（△２８．７％） １６５，９６９
� 資本金の額が２，０００万円以上５，０００万円未満の法人 ６１，０４５ △２，９１７（ △４．６％） ６３，９６２
	 資本金の額が５，０００万円以上１億円未満の法人 １１，２３６ １，１０６（ １０．９％） １０，１３０

 資本金の額が１億円以上１０億円未満の法人 ４，２８２ △５１４（△１０．７％） ４，７９６
� 資本金の額が１０億円以上の法人 １，３８４ △２４４（△１５．０％） １，６２８

合計 ４８３，６３９ △１１７，３４１（△１９．５％） ６００，９８０
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